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市営中央体育館
受付期間　１２月１２日㈪～１８日㈰　※定員に満たない場合は、受付期間終了後も受け付けします。
申込方法　市営中央体育館窓口（平日は午前９時～午後７時３０分、土・日、祝日は午前９時～午後５時）か、インター

ネット（午前６時～翌日午前２時、https://www.yoyaku.city.imabari.ehime.jp/）でお申し込みください。
※定員を超えますと、コンピューターにより自動的に抽選されます。  ※申し込みには、事前に利用者登録が必要です
（登録には、印鑑と身分証明書が必要です。詳しくはお問い合わせください）。
※抽選結果は１２月２１日㈬公開予定です。  ※受講が決定したら、開講日前日までに窓口に受講料を納付してください。
※受付期間であれば、取り消しが可能です。ただし、当選の取り消しはできません。  ※受講料には、保険料を含みます。
※子ども連れでの受講はご遠慮ください。  ※支払い後の払い戻しは、いたしません。
スポーツ教室

第４期（長期コース）・第５期（短期コース） スポーツ教室・文化教養講座

※硬式テニス教室は、東村海岸公園テニスコートで行います。

区分 № 教　室　名 対象者 定員
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区分 № 教　室　名 対象者 定員
（人） 曜 日 時　間 日　程 回数

受講料（円）保険料含
高齢者（６５歳
以上）・障害者

１ 書 道 ・ ペ ン 習 字 一 般 ２０ 水 １０：００～１１：４０ Ｈ２４/１/１１～３/１４ １０ ２，０００

問合先　市営中央体育館　☎ ０８９８－２４－２３５１  ＦＡＸ ０８９８－２４－１６５１

平成２４年版
　愛媛県の地勢や主要統計などの便利な情報を掲載しています。数に限りがありますので、お早めにお求めください。
規　格　１５０×８０ミリメートル　　価　格　１冊　５００円
頒布期間　１２月１日㈭から   ※売り切れ次第終了　　頒布時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日、祝日を除く）
頒布場所・問合先　本庁情報政策課（第２別館６階）　☎ ０８９８－３６－１５０９   ＦＡＸ ０８９８－２４－７１８１

えひめ県民手帳をご利用ください

３，０００

文化教養講座
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　今世紀前半中の発生が心配される
東南海・南海地震などの大災害に備
え、市民の皆さんの危機意識の高揚
および防災知識の普及、啓発活動の
一つとして、市内の小・中学生を対
象に「防災」をテーマにポスターを
募集しました。応募のあった７４点
の作品を展示します。
と　き　１２月１７日㈯～２５日㈰
　　　　午前８時３０分～午後５時
ところ　市民会館１階　談話室
問合先　本庁防災危機管理課
　　　　 ☎  ０８９８－３６－１５５８
　　　　ＦＡＸ ０８９８－３２－２７６５

　１２月２１日は、昭和２１年に「昭和南海地震」が発生した日です。
　この日が、県防災対策基本条例に基づき「えひめ防災の日」と定められ、
県・市町・消防・自主防災組織など総ぐるみで、防災意識啓発や防災訓練な
どに取り組むこととされています。
　今後発生が心配されている南海地震などの大規模災害が起きたとき、県・
市町・消防など防災関係機関は、救援・救助活動に全力を尽くしますが（公助）、
まずは、皆さん自身が自分の身を守ることが不可欠です（自助）。しかし、
ひとりや家族の力だけではどうにもならない状況もありますので、となり近
所や自主防災組織で助け合うことが大切になってきます（共助）。
　防災週間には、次のことを行いましょう。

○家族やご近所同士で誘い合って防災訓練やキャンペーンなどに参加
○非常持出品の準備・確認　　○避難所や避難路の確認
○家具などの転倒防止や家屋の耐震化など
問合先　愛媛県県民環境部防災局　危機管理課　☎ ０８９－９１２－２３３５  ＦＡＸ ０８９－９４１－２１６０

児童生徒作品展
今治市防災ポスター

１２月１７日㈯～２３日（金・祝）は「えひめ防災週間」
１２月２１日㈬は「えひめ防災の日」

１政治家の寄付の禁止

　政治家が選挙区内にある者（政党
その他の政治団体および親族は除き
ます）に対して寄付をすることは、
その時期や名義のいかんを問わず禁
止されており、次のものを除き全て
罰則の対象となります。
 ・政治家本人が自ら出席する結婚披
露宴における祝儀

 ・政治家本人が自ら出席する葬式や
通夜における香典

　ただし、この場合でも、選挙に関
してなされたり、通常一般の社交の
程度を越えている場合は処罰されま
す。また、政治家以外のものが、政
治家名義の寄付をすることも罰則を
もって禁止されています。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

２政治家に対する寄付の勧誘・要求

の禁止

　政治家に対し、寄付をするように
勧誘や要求をすることは禁止されて
おり、政治家を脅して、あるいは政
治家の当選または被選挙権を失わせ
る目的で勧誘や要求をすると処罰さ
れます。また、政治家名義の寄付を
求めることも禁止され、脅して求め
ると処罰されます。
３政治家の関係団体の寄付の禁止

　政治家が役職員、構成員である団
体、会社が、選挙区内にある者に対
して、政治家の氏名を表示したり、
氏名が類推されるような方法で寄付
をすることは禁止されており、選挙
に関して寄付をすると処罰されます

（政党に対するものは除きます）。
４後援団体の寄付の禁止

　後援団体が、選挙区内にある者に
対して花輪、供花、香典、祝儀その
他これに類するものを出したり、後
援団体の設立目的により行う行事や
事業に関する寄付以外の寄付をする
と、その時期や名義のいかんを問わ
ず、処罰されます。
５あいさつを目的とする有料広告の禁止

　政治家や後援団体が、選挙区内に
ある者に対し、主としてあいさつを
目的とする有料の広告を新聞、雑誌、
テレビ、ラジオなどに出すと処罰され
ます。また、政治家や後援団体に対
し、あいさつを目的とする有料の広
告を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。
６年賀状などのあいさつ状の禁止

　政治家は、選挙区内にある者に対
し、答礼のための自筆によるものを
除き、年賀状、暑中見舞状などの時
候のあいさつ状（電報なども含みま
す）を出すことは禁止されています。
問合先　選挙管理委員会事務局
　☎ ０８９８－３６－１５９０  ＦＡＸ ０８９８－３２－５２１１㈹

総務省・㈶明るい選挙推進協会

政治家は有権者に寄付を

政治家から有権者への寄付は

有権者は政治家に寄付を
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